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　町では、昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅にお住まいの方を対象に「茨城県木造住宅耐
震診断士」の派遣を実施しています。

木造住宅の耐震診断士派遣希望者を募集します

【問合せ先】　都市整備課　住宅・営繕グループ　☎ 029－240－7116（直通）

耐震診断士派遣事業

耐震診断士派遣事業とは、町内の木造住宅の所有者が耐震診断を受ける場合、耐震診断士を派遣して
派遣費用の一部を補助している事業です。

木造住宅の所有者兼居住者で、町税等を滞納していない方
釈 若錫錫錫錫錫錫

申込資格

☆次に掲げる全ての要件に該当すること☆
釈 若錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫

①町内にある一戸建ての木造住宅または店舗等併用住宅
釈 若錫錫

②丸太組構造および型式適合認定によるプレハブ工法以外により建てられたもの
釈 若錫錫

③階数が２階以下かつ延べ床面積が30平方メートル以上のもの
④昭和56年5月31日以前に適法に着工されたもの
釈 若錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫

⑤東日本大震災により被災した住宅で、罹災証明が半壊以上でないもの
釈 若錫錫錫錫

対象となる住宅

６月１日（月）～８月31日（月）
午前８時30分～正午、午後1時～5時15分　※土・日・祝日を除く申込期間

申込には自己負担額として2,000円がかかります診断費用
２戸（先着順）補助件数

お 家 の 健 康 を 守 る た め に

　町では、町内の施工業者を利用して自己用住宅のリフォーム工事を行う町民の方に対して、その工事金額の
一部を助成します。申請方法や添付書類等は都市整備課までお問い合わせください。
▶助成対象者の要件
⑴　町内に住民登録をしており、リフォームを行おうとする個人住宅を所有し、申請時においてその住宅に
３年以上居住していること。事務所・店舗併用住宅は、個人の住居部分のみ。アパート、貸家は除く。
⑵　申請時において、町税等、その他町に対する債務を滞納していないこと。
⑶　過去に住宅リフォーム助成や他の補助金等の交付を受けていない方。
▶助成対象リフォーム工事
⑴　町内に住所を有する業者に依頼して、消費税を含んだ総額が１００万円以上の工事。
⑵　助成対象工事は住宅の外装・内装工事、建具工事、住宅設備工事等。
⑶　申し込み後、町より助成認定通知書が送られた後に工事を開始し、翌年２月末日までに終了する工事
　　（既に着工している、もしくは工事完了済の住宅は対象になりません）。 

釈 若錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫
⑷　過去に住宅リフォーム助成や他の補助金等の交付を受けていない住宅。
　※助成の対象とならない工事の例は次のとおりです。他の工事についても助成の対象とならない場合があ
　りますので、事前に十分確認してください。
（例）物置や車庫等の別棟工事、家電製品等の備品購入や取付け、門扉や塀等の工事、造園工事、シロアリ
駆除等防虫工事、下水道・農業集落排水・合併処理浄化槽接続のための屋外配管工事　等

▶受付期間　　５月15日（金）～ ６月12日（金）
　　　　　　　午前8時30分～正午、午後1時～午後5時15分　※土・日・祝日を除く
▶募集件数　　20件
　　　　　　　ただし募集件数を超える申込みがあったときは、抽選により助成対象者を決定します。

釈 若錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫
▶助　成　額　　助成金の額は一律20万円です。

令和８年度 を実施します茨茨茨茨茨茨茨茨茨茨茨茨茨茨茨茨茨茨茨茨茨茨茨茨茨茨茨茨茨茨城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅リリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーームムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムム資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事茨城町住宅リフォーム資金助成事業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業茨城町住宅リフォーム資金助成事茨城町住宅リフォーム資金助成事業業

【申込み・問合せ先】　都市整備課　住宅・営繕グループ　☎ 029－240－7116（直通）
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危険ブロック塀等の撤去費用 の一部を補助します
　町では、地震発生時における危険なブロック塀等の倒壊を未然に防止し、通行者の安全を確保するために、
避難路等に面するブロック塀等を解体する費用の一部を補助しています。

▶対象となるもの（次の条件を全て満たすもの）
・避難路等※に面したものであること。　　・令和８年１２月末までに工事が完了すること。

釈 若錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫

・危険ブロック塀等に該当（道路面からの高さが80ｃｍを超える組積造またはコンクリートブロック塀で、
町による事前調査で危険と判断されたもの）すること。

※「避難路等」とは、茨城町地域防災計画に定める緊急輸送道路または通学路を指します。

▶補助金額
　撤去費用※の２/３を補助（最大１０万円）　※１メートルあたり15,000円を上限

▶手続きの流れ

【申込受付・問合せ先】
都市整備課　住宅・営繕グループ　☎ 029－240－7116（直通）

▶申請方法　 町ホームページからダウンロード、または町都市整備課の窓口で配布する申請書に必要事項を記
載し、町都市整備課の窓口まで持参してください。
※申請には一定の基準がありますので、町都市整備課（１階10番窓口）までお問い合わせください。

▶申請期間　６月１日（月）～８月31日（月）
釈 若錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫

午前８時30分～正午、午後1時～５時15分　※土・日・祝日を除く
▶補助件数　１件（先着順となります）

※変更等の申請は、申請内容に変更があった場合のみ必要。 ：申請者が行う手続き

 ：町が行う手続き
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